
 
 

福祉生活病院常任委員会資料 

（令和８年６月９日） 
 
【 件 名 】 

 

■ 第 10 期鳥取県介護保険事業支援計画･老人福祉計画策定･推進委員会の設置に

ついて 

（長寿社会課）・・・２ 

 

■ 第１回鳥取県子ども・若者等自死対策プロジェクトチーム会議の結果につい

て 

（健康政策課）・・・３ 

 

■ 令和８年度の鳥取県ドクターヘリの通年運航確保等について 

（医療政策課）・・・４ 

 

■ 鳥取県内の医師育成、確保等に係る連携協力に関する鳥取大学との基本協定

の締結について 

（医療政策課）・・・５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福 祉 保 健 部 
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第10期鳥取県介護保険事業支援計画･老人福祉計画策定･推進委員会の設置について 

令和８年６月９日 
長寿社会課 

本県における高齢者の保健福祉分野に関する取組や施策の方針を定める標記計画は３年を１期としており、今

年度は計画策定年度となります。 
計画の策定にあたっては、学識経験者、保健医療福祉関係者、被保険者、保険者で構成する計画策定委員会に

おいて意見を聴くこととしており、このたび、６月４日に標記委員会を設置し、第１回委員会を開催しました。 
 
１ 鳥取県介護保険事業支援計画・老人福祉計画策定・推進委員会の概要 

（１）組織 委員会は、全体会のほか、認知症分科会及び介護人材確保分科会を置き、各分科会での議論の内容

を計画策定に反映させる。 

（２）委員 23名  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 第１回委員会の概要 

令和８年６月４日、第10期計画の基本目標、重点課題等について、今後検討を進める方向性を確認した。 

（１）基本目標（案）を「行政・企業・地域団体・住民等が一体となって、誰もが自分らしく暮らし続けられる

地域をつくる」とした。 

（２）重点課題（案）を、次の項目とした。 

 ①2040年に向けた地域包括ケアシステムの深化と地域共生社会の実現 

②中山間地域等の地域の実情に応じた介護サービスの質と量の確保 

③介護人材の確保並びに介護現場の生産性の向上の推進 

④認知症施策のステージアップ 

⑤災害対策の強化 

（３）委員からの主な意見 

・認知症基本法の目的である「認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすこと」の理解促進が重

要である。支援者目線だけではなく、認知症本人の目線による地域づくりの視点を持った施策展開を期

待する。 

・中山間地域対策、介護人材確保対策にしっかり取り組むことが重要である。 

・高齢者にとっては、低栄養改善、口腔ケア対策が重要である。 
 

３ 今後のスケジュール 

令和８年 ６月～ 計画案の検討開始（⇒委員会で審議 令和８年度中に５回開催予定） 

     ７月 厚生労働省が基本指針を提示 

     10月～ 市町村等ヒアリング及び市町村介護保険事業計画との調整 

     12月～ パブリックコメント実施 

令和９年 ２月 計画案のとりまとめ 

     ４月～ 第10期計画スタート（計画期間）令和９年～令和11年度 

 

鳥取大学地域学部 教授 竹川　俊夫
（社福）鳥取県社会福祉協議会福祉人材
部

部長 濱本　義則

鳥取大学大学院医学系研究科　臨床心理
学講座

教授 竹田　伸也 （一社）鳥取県薬剤師会 常任理事 小林　康治

鳥取県東部医師会 監事 乾　俊彦 （一社）鳥取県歯科医師会 理事 国竹　洋輔

鳥取県訪問看護支援センター 看護師 村上　志奈 （一社）鳥取県歯科衛生士会 顧問 高場　由紀美

鳥取赤十字病院外科／救急部 部長 山代　豊 （公社）鳥取県栄養士会 会長 福田　節子

鳥取県老人保健施設協会 副会長 田中　彰 琴浦町社会福祉協議会
生活支援コー
ディネーター 青木　蓮音

鳥取県老人福祉施設協議会 会長 大橋　茂樹
（公社）鳥取県認知症の人と家族の会鳥取
県支部

代表 吉野　立

日本認知症グループホーム協会　鳥取県
支部

支部長 藤井　武親 （一社）認知症本人ワーキンググループ 藤田　和子

鳥取県小規模多機能型居宅介護事業所
連絡会

副会長 宇野　弘哲 鳥取市福祉部長寿社会課
次長兼長寿社会
課長 松本　縁

鳥取県介護支援専門員連絡協議会 会長 岩床　淳弘 三朝町健康福祉課 課長 漆原　良次

（一社）鳥取県介護福祉士会 会長 岡垣　一樹 江府町住民生活課 課長 松原　順二

中部成年後見支援センター ミットレーベン 所長 河本　勢津子

保健
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被保
険者

行政
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経験
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第１回鳥取県子ども・若者等自死対策プロジェクトチーム会議の結果について 
 

令和８年６月９日 
健 康 政 策 課 

 
全国的には小中高生の自死者数が過去最多を更新（令和７年警察庁統計）するなど、子ども等の自死が大きな問題と

なっています。また、小中高生の「死にたい」「消えたい」気持ちの相談先の50%が生成ＡＩである（ＮＰＯ調査）な
ど、自死を巡る子ども等の相談環境が変化しています。これらの状況を踏まえ、今後の自死対策を検討するため、有識
者によるプロジェクトチームを発足させ、第１回会議を開催しましたので、その概要を報告します。 
 
１ 日時及び方法 
 令和８年５月28日（木） 午後４時30分から５時30分まで・ＷＥＢ開催 
 

２ 構成員等 
（１）プロジェクトチーム構成員（７名） 
   岩田 正明（座長） 鳥取大学医学部精神行動医学分野教授（精神行動医学有識者）  

鳥海 不二夫    東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻教授（生成ＡＩ有識者） 
櫻井 鼓      追手門学院大学大学院心理学研究科教授（心理学有識者） 
池田 夏樹     学校法人鶏鳴学園青翔開智中学校・高等学校教諭（生成ＡＩ活用） 
武内 稔衛     鳥取県ＰＴＡ協議会理事（保護者代表）  ※第１回会議欠席 
精神保健福祉センター原田所長、生徒支援・教育センター八木所長 

（２）参考人（第１回会議のみ参加） 
    根岸 親  ＮＰＯ法人 自殺対策支援センターライフリンク副代表 

鈴木 洋平  同 情報デザイングループグループリーダー 
 

３ 議   題 
子ども等の自死を巡る状況と生成ＡＩへの相談について 

（１）「人はＡＩに人格を見るか～生成ＡＩの迎合性と心理的依存～」（鳥海教授） 
（内容）・生成ＡＩは気持ちを理解するのではなく、相談者の言葉に最適な応答を大量データから選択する。 

・好まれる回答、同調、迎合的な応答の積み重ねにより、ＡＩへの愛着や依存が発生する。 
・人は単純な会話でも「人格」を感じる認知特性を持っており、ＡＩの基本設計（人らしい会話、 
寄り添う、否定しない）上、ＡＩと知っていても人間と会話しているように感じる。 

・社会的リスクの解決に向けて真のリスク（人間の心理やＡＩの設計）は何かなどを見極めること 
が必要である。  
 

（２）自殺念慮や人・生成ＡＩへの相談実態調査の結果について（自殺対策支援センターライフリンク） 
（内容）・小中高生の傾向として、しんどい気持ちを相談する相手「いる（25％）」、「いない/そもそも相談しよう 
    と思わない（54％）」、しんどい気持ちが限界になった場合の相談先として最多は「生成ＡＩ（50%）」であ 
    り、生成ＡＩへの相談理由は、「否定されない」「気を使わなくていい」「バレない」等であった。 

   ・周囲に望むこととして「気づいてほしい、声をかけてほしい（62％）」等の回答があった。 
  

＜主な意見＞ 
○櫻井教授 生成ＡＩは人によっても回答を変える。相談側も話すことを全て汲み取ってもらうことや回答を得

ることだけが目的ではないと思う。相談者の主訴や危険な行動に移る要因を慎重に明らかにしていく
必要がある。 

 
○池田教諭 生徒が生成ＡＩに相談することが増えている印象である。生成ＡＩへの相談自体は悪いこととは思

わないが、子どもが生成ＡＩに相談していることを知った教員や親が、適切に受け入れることができ
ているかどうかが課題である。 

 
○原田所長 相談を受ける側は、生成ＡＩから何を言われたのか相談者から教えてもらうこと、また、生成ＡＩに

対人相談窓口にも相談していることを伝えた上でやり取りしてもらうよう伝えることが必要だと感じ
る。チャットＧＰＴは相談者に助言する友達のうちの１人のような立場である。相談の幅を広げる意
味で生成ＡＩと一緒にやっていけたらと思う。万が一の時に市町村や医療機関が迅速に対応できるよ
うになっているか検討する必要がある。 

 
○八木所長 ハードルの低さやアクセスのし易さという点で生成ＡＩは貴重なツールである。最後は学校の専門

家が人間同士の繋がりで子ども達に迫れるような相談や人間関係のスキルを培っていくことが必要で
ある。 

 
４ 今後の予定 

年内に４回程度の会議を開催し、鳥取県自死対策計画（令和６年～11年）の中間見直しや鳥取県青少年育成条例
への反映等を目指す。 
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令和８年度の鳥取県ドクターヘリの通年運航確保等について 
 

  令和８年６月９日 
医 療 政 策 課 

 
鳥取県ドクヘリ運航会社（つくば航空）が静岡エアコミュータ株式会社（静岡市）との連携によ

り、つくば航空単独で運航できない６月下旬から１２月ごろの期間も含めて、機体確保の調整がつ

き、通年運航体制を確保しましたので報告します。 
 
１ 令和８年度の鳥取県ドクターヘリの通年運航確保 

   ４月より「つくば航空」による運航を行っている鳥取県ドクターヘリは、他の運航会社との

連携による運航予定であった６月下旬から１２月ごろまでについて、「静岡エアコミュータ株式

会社（静岡市）」から同型機体の提供を受けることが決定し、通年の運航体制を確保した。 

 

 

 

 
【参考：つくば航空株式会社】 

・所在地：茨城県つくば市上境 992 番地  代表取締役社長 中田 俊之 
・事業内容：ドクヘリ事業、防災ヘリ受託運航、航空写真撮影、整備業務、遊覧飛行等 
・鳥取県ドクターヘリ運航実績 ４月：１７件、５月：３８件 

【参考：静岡エアコミュータ株式会社】 
・所在地：静岡県静岡市葵区栄町 1-3  代表取締役社長 杉山 博敏 
・事業内容：航空運送事業、航空機の運航及び保守管理の受託、訓練等 

 
２ ３府県（兵庫県、京都府、鳥取県）ドクターヘリ（豊岡病院基地）の運航停止  

３府県ドクターヘリについて、運航事業者であるヒラタ学園の整備士不足により、「６月に

おいて２週間程度の運航停止」となるほか、「７月から９月まで全日運航停止」が生じること

となった。 

（１） 運航停止期間 

６月９日～６月２７日（うち１３日間） 

７月～９月については「全日運航停止」 

 （２）兵庫県内ドクターヘリ緊急連絡会議の概要 

６月１日に兵庫県が緊急連絡会議を開催し、現状や課題について確認した。 

     〇出 席 者：兵庫県 斎藤元彦知事、守本豊副知事、守本真一副知事、公立豊岡病院 
三輪聡一病院長（３府県ドクヘリ基地病院）、豊岡市 門間雄司市長 等 

      オブザーバー：鳥取県 平井伸治知事、京都府健康福祉部医療課課長 等 

〇主な発言 

【鳥取県 平井知事】 

医師搭乗型消防防災ヘリや鳥取県ドクヘリの運航による応援や、運航会社の紹介に

協力し、通年運航に向かえる体制ができるよう、最大限サポートする。 

【兵庫県 斎藤知事】 

但馬地域をはじめ、広大な県域を持つ兵庫県にとってドクヘリは重要。中長期的に

人員の確保や安定的な運航体制が確保できるよう全力を尽くしたい。今月末までに運

航対策検討会を設置し、病院や関係自治体と当面の対策を協議する。 

（３）運航停止に伴う本県の対応状況 

    鳥取県ドクヘリ運航範囲である鳥取県東部エリア、兵庫県北部エリア（新温泉町、

香美町）について、つくば航空、鳥大病院（基地病院）と連携して対応するととも

に、医師搭乗型消防防災ヘリの活用により応援体制を整え対応する。 

また、兵庫県の運航確保に向けた取組に対し、サポートを行う。 
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鳥取県内の医師育成、確保等に係る連携協力に関する鳥取大学との基本協定の締結について 

令和８年６月９日  

医 療 政 策 課  

県内における地域医療に貢献する医師の育成、確保及び地域の医療機関への派遣を行う体制を維持、確保

するため、鳥取大学医学部地域枠（特別養成枠）・自治医科大学の医学生及びこれらを卒業した県派遣医師

等に係る鳥取大学と連携協力に関する基本協定を締結しましたので、概要を報告します。 

 

１ 締結式 

（１） 日時 令和８年６月５日（金） 

午前１０時４０分から午前１１時まで 

 （２）場所 鳥取大学鳥取キャンパス Tottori uniQ  

 （３）出席者 

鳥取県  知事 平井 伸治 

鳥取大学 学長 原田 省 

 

 ２ 協定における連携事項 

県及び鳥取大学は、次の事項について相互に連携・協力して取り組む。 

協定の連携項目 実施内容及び効果 

〇義務年限後の県内定着を見据えた、鳥取大学医学部

地域枠（特別養成枠）及び自治医科大学の医学生の

在学中から県派遣医師の義務年限中まで一貫した

育成、キャリア支援及び県内定着促進 

 

 

〇鳥取大学地域医療学講座と鳥取県地域医

療支援センターを一体的に運用し、医学

生・県派遣医師の「プラットフォーム」（拠

りどころ）を設置する。 

＜効果＞ 

プラットフォームが医学生・県派遣医師の 

在学中から義務年限まで一貫したキャリ 

ア支援を行い、県派遣医師の将来のキャリ 

ア形成に対する不安を軽減することで県 

内定着を促進する。 

〇県派遣医師の県内公立病院等への派遣 

〇上記に係る県派遣医師の派遣に係る計画案は、派遣

先の公立病院等及びその開設者である市町村長等

の意向を踏まえ、鳥取県と鳥取大学で協議の上、共

同で作成する。鳥取県は当該計画案を基に各公立病

院等に派遣する医師を決定し、鳥取大学に通知する

とともに県派遣医師に対し勤務を命じる。 

〇県と鳥取大学が共同で県派遣医師及び派

遣先病院、市町村長の意向等を聞き取り

し、派遣案を作成する。 

＜効果＞ 

各派遣医師のキャリア形成に配慮した、よ 

り各病院・地域のニーズに沿った派遣がで 

きる。 

 

３ 今後の予定 

鳥取大学、県、自治体、関係病院長等によるキックオフミーティングを7月に開催予定。以後県及び 

鳥取大学で関係市町、病院等との協議・意見交換を行い、令和９年度に始動できる体制を構築する。 

 

※参考 

 ○鳥取大学地域医療学講座…平成２２年、県の寄附講座として鳥取大学が開設。 

主に医学生を対象とし、地域医療の実践と研究、教育を行う。 

 ○鳥取県地域医療支援センター…平成２５年、県と鳥取大学医学部附属病院が共同設置 

主に地域医療を担う医師を対象とし、キャリア形成支援や医師不足病院の支援等を行う。 

締結式の様子 
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鳥取県内の医師育成、確保等に係る連携協力に関する基本協定書 
 
鳥取県（以下「甲」という。）と国立大学法人鳥取大学（以下「乙」という。）は、県内における

安定的な地域医療提供体制の確保に向けた医師の育成、確保及び地域の医療機関への派遣等に連
携して取り組むため、次のとおり基本協定を締結する。 
 
一 目的 
  甲及び乙が緊密に連携協力することにより、県内における地域医療に貢献する医師の育成、
確保及び地域の医療機関への派遣を行い、もって地域の医療提供体制の維持、確保を図る。 

 
二 対象とする医師等 

協定の対象は、乙（医学部特別養成枠に限る。）又は自治医科大学に在学する医学生（以下「地
域医学生」という。）及びこれらを卒業した義務年限内の医師（以下「県派遣医師」という。）と
する。 

 
三 連携事項 
１ 甲及び乙は、次の事項について相互に連携、協力して取り組む。 
（１）義務年限後の県内定着を見据えた、地域医学生の大学在学中から県派遣医師の義務年限中

まで一貫した育成、キャリア支援及び県内定着促進 
（２）県派遣医師の県内公立病院等への派遣 
（３）その他、一の目的を達成するために必要な事項 
２ 甲及び乙は、上記１に必要な体制整備に取り組む。 
３ 乙は、上記１に係る地域医学生への教育及び情報提供に努める。 
４ １（２）に際し、県派遣医師の派遣に係る計画案は、派遣先の公立病院等及びその開設者であ
る市町村長等の意向を踏まえ、甲乙協議の上、共同で作成する。甲は当該計画案を基に各公立
病院等に派遣する医師を決定し、乙に通知するとともに県派遣医師に対し勤務を命じる。 

 
四 守秘義務 

甲及び乙は、協定に関して知り得た情報を漏らしてはならない。協定の効力が失われた後も同
様とする。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、甲又は乙以外の者に対し、協定に関して
知り得た情報を提供することができる。 

 
五 協定の有効期間 

協定の有効期間は、協定の締結の日から令和９年３月３１日までとする。 
ただし、有効期間満了の日の１か月前までに甲乙いずれからも解除の意思表示がないときは、

この期間は更に１年間延長し、その後においても同様とする。 
 
六 その他 

協定に定めのない事項及び協定の実施に関し必要な事項は、その都度、甲乙協議の上決定す
る。 

 
 
協定締結の証として協定書２通を作成し、甲乙署名の上、各々１通を保有するものとする。 

 
   令和８年６月５日 
 

甲  鳥取市東町一丁目２２０番地 
鳥取県 
鳥取県知事 平井 伸治 

 
乙  鳥取市湖山町南四丁目１０１番地 

国立大学法人鳥取大学 
鳥取大学長 原田 省 
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